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寒冷前線に伴う降雨により規制雨量（通行規制基準値）に達した

ため、以下の区間において、通行止め（雨量による通行規制）を実

施しておりましたが、パトロールの結果、安全が確認されたため通

行止めを解除します。 

《規制解除区間》 

■国道２０号 大垂水区間 

八王子市南浅川町
みなみあさかわまち

～相模原市緑区千木良
ち ぎ ら

（４．８ｋｍ） 

《規制解除》 

令和元年５月２１日（火）１６時２０分

雨量による通行規制へのご理解とご協力ありがとうございました。 

寒冷前線に伴う降雨による 

国道２０号（大垂水
おおだるみ

区間）の通行止めを解除します。 
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国道２０号（東京都内・神奈川県内）の通行規制区間

通行可能
通行止め解除
令和元年５月２１日

１６時２０分

<基準値>連続雨量とは… 

降り始めからの降雨量の累計。ただし、降雨の中断（2mm 以下/時間）が３時間以上の場合は、原則として中断前の雨量は加算しません。


